
マンション管理基礎セミナー

配布資料

令和5年度

日時：令和６年3月19日（火）13:30～15:30（受付13:15～）
会場：佐世保市中央保健福祉センター[すこやかプラザ]８階講堂



主催：長崎県、一般社団法人長崎県マンション管理士会

協力：独立行政法人住宅金融支援機構 後援：佐世保市

時刻 内容 説明者

13:40～ マンション管理計画認定制度の概要 長崎県・佐世保市

14:00～ 第三者管理者方式について 長崎県マンション管理士会

14:40～ マンション管理組合向けの支援制度の概要 住宅金融支援機構



マンション管理計画認定制度の概要

長崎県・佐世保市

令和6年3月19日
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要旨

●制度の目的 …マンションの管理水準の底上げ
（市場評価、管理意識の向上）

●手続き …事前審査機関(マンション管理センター)
を活用し、自治体へ電子申請。

●よくあるご質問（Q＆A）
・Q1,申請の流れ、費用、期間は？
・Q2,認定の要件、申請方法や必要書類は？
・Q3,自分のマンションが認定を受けられるか知りたい
・Q4,固定資産税の減税措置とは？

～マンション管理計画認定制度～
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◆ 高経年マンションが増加
◆ 維持管理が行き届かず、管理不全になる事例も…

背景
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◆国の方針に基づき、市や県が計画を策定できる。（任意）
・優良マンションの認定
・不適切事例への指導

マンション管理に行政が関与

令和4年4月～改正法が施行される
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長崎県マンション管理適正化推進計画

（概要）

令和5年6月

項目 内容

目的・位置づけ 良好な居住環境の確保・安全安心のまちづくり

方針 管理組合等によるマンションの適切な管理を推進

計画期間 令和5年～令和13年（適宜見直し）

施策・措置 セミナーや広報誌等による情報提供

具体策

マンション管理計画認定制度の運用推進

管理不全マンションへの助言・指導

管理組合向けのセミナーや相談会の実施

金融機関、住宅供給公社等との連携
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管理計画認定制度とは

7

マンションの管理組合が作成した管理計画が

一定の基準を満たしていれば、

地方公共団体の認定を受けられる制度です。

マンション管理計画認定制度とは、



認定のメリット

・【指標】統一された基準で、管理状況を確認しやすい
・【安心】課題を見える化し、居住者の安心や生活安定に寄与
・【価値】市場で選考されやすい、地域にも貢献
・【優遇】減税、金利優遇等の優遇措置
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※固定資産税の減額、フラット35・リフォーム融資の金利引き下げなど



マンション管理計画認定制度の概要

（行政）

（管理組合）

（事前審査機関）

マンション管理
センター

②事前
確認

③適合
通知

①合意

④

⑤
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佐世保市
（佐々町、波佐見町などの町域は県）



管理組合の手続き

①総会で議決を経る
…区分所有者へ十分に説明を行い合意形成を行う。

②認定申請
…事前審査機関(マンション管理センター)を活用し、
自治体へ電子申請。
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認定



よくある質問（Q＆A）
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QA.1
Q1,申請の流れ、費用、期間は？

A1, 流れ… step1. 管理組合が総会で議決
step2. 認定申請の事前確認を依頼する
step3. 行政へ申請（ほぼオンライン）

費用… 24,530円（事前確認10,000+システム10,000+自治体4,530）

期間… 2～３カ月（事前確認…1～２カ月、自治体…約１カ月）



よくある質問（Q＆A）
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マンション管理士に
事前確認依頼

パターン１
管理委託先に
事前確認依頼

パターン２
日本マンション管理士連合会

に事前確認依頼

パターン３
マンション管理センターに

事前確認依頼

パターン４

依頼先が「事前確認」を実施し、結果を管理計画認定支援サービスに登録
申請者が
直接登録

マンション管理センター（管理計画認定手続き支援サービス）

申請者（管理組合の管理者等）

選択 選択 選択 選択

S
te
p
.3

S
te
p
.2

S
te
p
.1

管理組合

行政（佐世保市内の場合は、佐世保市役所）

マンション管理センター
（管理計画認定マンション閲覧サイト）

認定情報の提供認定通知書 発行

事前確認 適合証

集会(総会)で決議

申請者（管理組合の管理者等）

申請者（管理組合の管理者等）

申請者が認定申請
￥4,530

￥10,000

￥10,000

QA.1
要協議



よくある質問（Q＆A）
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QA.2
Q2, 認定の要件、申請方法や必要書類は？

A2, 認定要件… 17項目の基準を全て満たす必要があります。
※国が定める基準と同じであり、市の独自基準はありません。

申請方法… 申請は紙面、システム（管理計画認定手続支援システム）で
手続きができます。

詳しくは… 佐世保市マンション管理計画認定制度の手引き
（令和5年6月）を参照ください。



認定 や 指導 の基準（概要）

認定 指導

運営
・管理者等及び監事の定めあり
・集会（総会）を定期的に開催

・管理者等の定めなし
・集会が開催されていない

管理
規約

・修繕等履歴、管理組合の
財務情報等が定められている

・管理規約が存在しない

経理
・管理費と積立金が区分されている
・修繕積立金が他へ流用されていない
・滞納に適切に対処

・管理費と積立金が
区分されていない

長期
修繕
計画

・計画期間が30年以上かつ残存
期間内に大規模修繕工事が２回以上

・積立金が著しく低額でない

・修繕積立金が
積み立てられていない

その他
・組合員名簿が備えられている
・自治体のマンション管理適正化
指針に照らして適切

・自治体が独自に設定
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QA.2



認定基準（詳細）

QA.2
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認定申請の手続き（詳細）

佐世保市マンション管理計画認定制度申請の手引き
…手続きの詳細を記載しています。
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QA.2



よくある質問（Q＆A）
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QA.3
Q3,自分のマンションが認定を受けられるか知りたい

A3, 電話相談…【マンション管理計画認定制度相談ダイヤル】

電話番号：03-5801-0858

受付時間：月～土の10～17時（祝日、年末年始除く）
対応者：原則：相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

セルフチェック… 佐世保市の手引き（p3）の項目を満たすか、

まずは確認してみることを推奨



よくある質問（Q＆A）
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QA.4
Q4,固定資産税の減税措置とは？

A4, マンション長寿命化促進税制のこと。
●必要な修繕積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に
向けた管理組合の合意形成を後押しするための制度

●長寿命化工事完了翌年度の建物部分の固定資産税額を
１／３を減額（割合は自治体により異なります）

●以下の条件を全て満たす

①築20年以上が経過している
②総戸数が10戸以上である
③過去に長寿命化工事（外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事）を行っている
④管理計画認定マンションのうち令和３年９月１日以降に修繕積立金の額を
管理計画の認定基準まで引き上げたマンション
※令和３年９月１日時点で十分な修繕積立金を確保している場合は管理計画認定を受けていても減税措置の対象外。

⑤令和５年４月１日～令和７年３月31日に長寿命化工事が完了している

※詳しくは、佐世保市資産税課へ



最後に

立地は良いが、管理状態が不明
（認定等の取得無し）

立地はまずます、管理が良好
（マンション管理計画認定取得）

組合運営 管理規約

経理 長期修繕計画

居住者名簿防災訓練

組合運営 管理規約

経理 長期修繕計画

居住者名簿防災訓練

市場での評価が不明
→購入や居住に不安が残る

市場で評価されやすい
→住みたい（住み続けたい）

同じ築年、規模、間取りのマンションで…
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